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３月２０日（水）に， みしまや さいか店で， 

みしまやの役員・店長のみなさま（３２名）に， 

【裁判員制度】について，裁判官による出前講座

を実施しました。 

 

↑ 今回の出前講座で伺った【 みしまや さいか店 】です。 

株式会社みしまや の 役員・店長のみなさまに 

 

裁判員制度の出前講座  を実施しました。 
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今回の出前講座では，三島隆史社長をはじめ役員の皆様，みしまや各店舗の店長

の皆様に，従業員の方から「裁判員候補者に選ばれた」という相談を受けた場合に

どのようにしたらよいかといった視点で説明を行いました。 

 

↑ 松江地裁では，裁判員候補者に呼出状を送る際，こちらの書面を同封してい

ます（裁判所から，裁判員候補者の雇用主や勤務先の上司の方に対して，裁判
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員候補者の方が裁判員裁判に参加できるよう理解と協力をお願いする内容で

す。）。今回の出前講座では，こちらの書面を配布し説明を行いました。 

裁判官から説明を行った後は，みなさんと意見交換を行い，次のような質問・御

意見をいただきました。 

・裁判員裁判の対象事件は，どのような事件があるのでしょうか。 

・法律の知識がなくても大丈夫ですか。 

・裁判員に選ばれたら，危険な目にあったりしないでしょうか。 

・裁判員になった場合，どのくらいの期間裁判に参加しなければならないのでし

ょうか。 

 

↑裁判官が説明を行っている様子です。みなさん熱心に聞いていただきました。 
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↑ 意見交換の様子です。 

        

（三島隆史社長のコメント） 

制度開始当初は，候補者名簿に登載されるのは各店舗に何人くらいだろうか，ど

のように対応したらよいかということを検討していましたが，制度施行から１０年

の間に意識が薄れていたように思います。今回の出前講座を機に，従業員が積極的

に参加できるような方策を検討したいと思います。 
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みしまやの皆様におかれましては，お忙しい中，お時間を作っていただき，誠に

ありがとうございました。 

 

 

松江地方裁判所では 

裁判所 そして裁判員制度が より身近な存在であるように 

裁判員制度に関する広報活動の様子を 随時ウェブサイトに掲載していきます。 

 

ぜひ一度ご覧ください。 

 

裁判員制度は 今年で１０周年 

みなさまの参加を心よりお待ちしています。 

 


